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閣
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質
一
六
四
第
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六
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号

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
定
義
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

六

〇

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
定
義
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

第
一
国
際
情
報
官
室
、
第
二
国
際
情
報
官
室
、
第
三
国
際
情
報
官
室
及
び
第
四
国
際
情
報
官
室
が
あ
り
、
外
務
省
組
織
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
国
際
情
報
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
情
報

統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
を
助
け
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

二
及
び
八
に
つ
い
て

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
一
般
に
、
知
能
、
理
知
、
英
知
、
知
性
、
理
解
力
、
情
報
、
知
的
に
加
工
・
集
約
さ
れ
た
情

報
等
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
国
際
情
報
統
括
官
、
国
際
情
報
官
及
び
情
報
分
析
官
の
英
語
の
名
称
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
用
い
て
い
る
。
平
成
五
年
よ
り
、
御
指
摘
の
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
の
語

を
用
い
て
い
る
。

三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

情
報
と
は
、
一
般
に
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
知
ら
せ
、
判
断
を
下
し
た
り
行
動
を
起
こ
し
た
り
す
る
た
め
に
必
要
な
知

識
等
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
諜
報
と
は
、
一
般
に
、
秘
匿
さ
れ
て
い
る
情
報
を
入
手
し
て
知
ら
せ
る
こ
と
又

一



は
そ
の
知
ら
せ
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
一
般
に
、
知
能
、
理
知
、
英
知
、
知
性
、

理
解
力
、
情
報
、
知
的
に
加
工
・
集
約
さ
れ
た
情
報
等
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
一
般
に
、
情
報
、
報
道
、
知
ら
せ
等
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


